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加藤智栄代議員（中国四国ブロック）からの、「国民と共に軽減税率を
勝ち取って解決すべき」との考えに対し、今村副会長は、そのためには国
民に課税転換することの意味を正しく理解してもらう必要があり、さまざ
まな努力を重ねてきたが、「国民の正しい理解」を得ることは極めて困難
であることが実感され、また、医療機関側への影響もあり、「軽減税率」
による解決を選択すべきではないとの結論に至ったと説明。
また、「国民の総意とするために全都道府県が意見書や要望書を提出す
べき」との意見に対しては、本年1月、横倉会長より各都道府県医師会長
宛てに要請した「地方自治法第99条に基づく国及び関係行政庁への意見
書提出の働き掛け」の意義を強調した上で、既に中央議会へ提出済みの道
県も含め、多くの都府県医師会が取り組み中であることに改めて感謝の意
を示すとともに、現在対応を保留中や検討中の医師会に対しては、「改め
て働き掛けをお願いしたい」と述べた。

杉田洋一代議員（中部ブロック）からの「控除対象外消費税問題の抜本
的解決」についての質問には、今村副会長が回答。まず、「平成28年度税
制改正大綱」に、「平成29年度税制改正に際し、結論を得る」との文言が、
日医の強い働き掛けにより明記されたとした上で、8月に決定する厚生労
働省の「平成29年度税制改正要望」と日医の要望内容とを擦り合わせる
よう準備するとした。
また、日医がこれまで検討を進めてきた「課税転換、軽減税率適用」は、
小規模医療機関に大きなマイナスの影響が及ぶことが改めてはっきりした
として、4つの課題を指摘。そうした経緯で、「病院に対しては仕入れ税
額控除、診療所は診療報酬への上乗せ」とする案に至ったと説明した。
更に、日医の医業税制検討委員会が3月に提出した、同案をより進化させ、
一つの制度として実現することを提案した委員会答申の要旨を示し、「こ
れは医療界が初めて一つになれた具体的な解決要望であり、この案を基本
に検討を進めていく」と述べ、更なる理解と協力を求めた。
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代表質問代表質問

「控除対象外消費税」「新たな専門医の仕組み」「医療事故調」等に関する質問に理事者側から回答

冒
頭
の
あ
い
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で
横
倉
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会
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は
、
わ
が
国
の
医

療
シ
ス
テ
ム
が
、
世
界
が
経
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し
た
こ
と
の
な
い
高
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社

会
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世
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な
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か
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し
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医
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ド
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け
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師
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。

「
ま
ち
づ
く
り
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に
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し

て
は
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医
療
提
供
体
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な
る
地
域
包
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ア
シ
ス

テ
ム
を
構
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し
て
い
く
た
め

に
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、
〝
か
か
り
つ
け
医
〟

を
要
と
し
た
、
医
療
・
介
護
・

予
防
・
住
ま
い
・
生
活
支
援

が
一
体
的
に
提
供
さ
れ
る
た

め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

が
不
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欠
で
あ
り
、
そ
の
実

現
の
た
め
に
も
地
域
医
師
会

の
果
た
す
役
割
が
重
要
に
な

る
と
し
て
、
継
続
し
た
支
援

を
行
っ
て
い
く
考
え
を
示
し

た
。

「
人
づ
く
り
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に
関
し
て

は
、
「
医
療
界
が
団
結
し
て
、

真し

ん

し摯
に
取
り
組
ん
で
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た

上
で
、
新
た
な
専
門
医
の
仕

組
み
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
の

見
直
し
は
乱
立
す
る
専
門
医

に
対
す
る
国
民
の
信
頼
に
応

え
、
医
師
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ

ョ
ナ
ル
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
に
基

づ
き
行
う
と
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
日
本
専
門
医
機
構
の

役
割
は
、
あ
く
ま
で
も
学
問

的
・
学
術
的
な
見
地
か
ら
専

門
医
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認
定
評
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標
準
化

を
行
う
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に
あ
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と

指
摘
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「
制
度
の
急
激

な
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直
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に
よ
る
地
域

医
療
の
混
乱
で
、
最
終

的
に
不
利
益
を
被
る
の

は
患
者
で
あ
り
、
国
民

で
あ
る
。
日
医
は
医
療

提
供
体
制
全
般
に
つ
い

て
責
任
を
持
つ
立
場
か

ら
、
引
き
続
き
、
地
域

医
療
と
整
合
し
た
制
度

設
計
と
な
る
よ
う
、
そ

の
見
直
し
に
強
く
関
与

し
て
い
く
と
と
も
に
、

日
本
専
門
医
機
構
の
組

織
運
営
の
透
明
性
の
確

保
に
向
け
て
も
努
め
て

い
き
た
い
」
と
述
べ
た
。

「
組
織
づ
く
り
」
に

関
し
て
は
、
３
０
０
万

人
を
超
え
る
医
療
従
事

者
の
更
な
る
活
躍
の
場

の
整
備
と
、
〝
信
頼
と
連
帯
〟

に
基
づ
く
医
療
制
度
を
堅
持

し
続
け
て
い
く
こ
と
は
、
わ

が
国
唯
一
の
医
師
の
職
能
団

体
で
あ
る
日
医
が
負
う
べ
き

責
務
で
あ
る
と
強
調
。
今
後

も
「
日
本
医
師
会
綱
領
」
を

旗
印
と
し
て
、
都
道
府
県
・

郡
市
区
等
医
師
会
の
協
力
の

下
、
更
な
る
組
織
率
の
向
上

を
図
る
こ
と
で
社
会
へ
の
発

言
力
を
強
め
て
い
く
と
と
も

に
、
「
医
師
資
格
証
」
の
更

な
る
利
活
用
等
に
よ
り
、
Ｉ

Ｔ
時
代
に
お
け
る
地
域
医
療

連
携
の
在
り
方
を
リ
ー
ド

し
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
デ

ー
タ
を
活
用
し
て
い
く
こ
と

で
、
地
域
の
実
態
の
現
状
把

握
と
政
策
効
果
の
検
証
等
を

行
い
、
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ

い
た
医
療
政
策
を
広
く
提
言

し
続
け
て
い
く
と
し
た
。

最
後
に
、
横
倉
会
長
は
、

未み

ぞ

う

曾
有
の
被
害
を
も
た
ら
し

た
東
日
本
大
震
災
の
発
生
か

ら
、
こ
の
３
月
で
丸
５
年
が

経
過
し
た
こ
と
に
言
及
。
被

災
さ
れ
た
全
て
の
方
々
に
対

し
、
改
め
て
哀
悼
の
意
を
表

し
た
上
で
、
被
災
者
健
康
支

援
連
絡
協
議
会
等
と
共
に
、

中
長
期
的
な
医
療
支
援
を
見

据
え
た
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
と

連
携
体
制
を
築
く
中
で
、
今

後
も
被
災
地
域
の
復
興
に
寄

与
し
て
い
く
考
え
を
示
し

た
。
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・ 

─

続
い
て
、「
日
本
医
師
会
・

医
療
事
故
院
内
調
査
費
用
保

険
」
の
創
設
に
伴
う
措
置
と

し
て
行
わ
れ
た
「
平
成
27
年

度
日
本
医
師
会
予
算
補
正
」

に
つ
い
て
は
今
村
聡
副
会
長

が
、
20
の
具
体
的
な
活
動
を

重
点
課
題
と
し
た
「
平
成
28

年
度
日
本
医
師
会
事
業
計

画
」
に
つ
い
て
は
中
川
俊
男

副
会
長
が
そ
れ
ぞ
れ
説
明
。

「
平
成
28
年
度
日
本
医
師
会

予
算
」
に
関
し
て
は
、
今
村

副
会
長
が
、

「
予
算
編
成

方

針

を

変

え
、
予
算
規

模
を
よ
り
実

態
に
近
づ
け

た
も
の
と
し

て
い
る
」
と

し
た
上
で
、
資
料
を
基
に
そ

の
内
容
を
概
説
し
た
。

ま
た
、
橋
本
省
財
務
委
員

会
委
員
長
か
ら
は
、
財
務
委

員
会
（
１
月
15
日
開
催
）
に

お
け
る
平
成
28
年
度
日
本
医

師
会
事
業
計
画
案
及
び
予
算

の
素
案
に
関
す
る
審
査
の
経

過
及
び
結
果
の
報
告
が
行
わ

れ
た
。

引
き
続
き
、「
第
１
号
議
案　

平
成
27
年
度
日
本
医
師
会
会

費
減
免
申
請
の
件
」
が
上
程

さ
れ
、
今
村
副
会
長
が
、
①

適
用
者
は
合
計
１
万
３
６
９

３
名
で
、
減
免
申
請
金
額
は

４
億
７
２
０
２
万
７
千
円
で

あ
る
こ
と
②
平
成
23
年
度
か

ら
継
続
し
て
き
た
東
日
本
大

震
災
に
よ
る
被
災
会
員
に
対

す
る
減
免
措
置
は
平
成
27
年

度
を
も
っ
て
終
了
す
る
こ
と

─
な
ど
、
提
案
理
由
を
説

明
。
表
決
に
移
り
、
全
会
一

致
で
可
決
決
定
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
か

ら
の
代
表
質
問
、
個
人
質
問

に
対
し
て
日
医
執
行
部
よ
り

行
っ
た
回
答
の
概
要
は
以
下

の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
当
日
は
、
議
事
に

先
立
っ
て
、
去
る
２
月
９
日

に
逝
去
さ
れ
た
坪
井
栄
孝
元

会
長
の
功
績
を
た
た
え
、
出

席
者
全
員
に
よ
り
黙
と
う
が

捧
げ
ら
れ
た
。

　第136回日本医師会臨時代議員会が3月27日、357名の代議員（定
数359名）出席の下、日医会館大講堂で開催された。
　当日は、上程された「第1号議案　平成27年度日本医師会会費
減免申請の件」が賛成多数で可決決定された他、各ブロックから
提出された代表質問・個人質問に対して、日医執行部より回答を
行った（会長あいさつ等、臨時代議員会の詳細は『日医雑誌』5月
号別冊をご参照下さい）。

第
136
回
日
本
医
師
会
臨
時
代
議
員
会

横倉会長
「
ま
ち
づ
く
り
」「
人
づ
く
り
」「
組
織
づ
く
り
」に

             

引
き
続
き
注
力
し
て
い
く
決
意
を
表
明
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橋本省代議員（東北ブロック）からの「新たな専門医の仕組みに関する
日医の考えを問う」質問には、中川副会長が導入時期を延期することも視
野に入れ、地域の連携状況を把握し、地域における研修体制の整備を優先
するためには、まず日本専門医機構の組織運営の透明性の確保が最優先だ
と指摘。社会保障審議会医療部会の下に設置された「専門医養成の在り方
に関する専門委員会」での議論を通して、また、日本専門医機構の内部か
らも、徹底して軌道修正を図っていきたいとした。
更に、各地域では医師会を始め、大学病院、市中病院、自治体などの意
見交換がより重要になるとして、一層密に議論を重ねて欲しいと要望する
とともに、医療提供体制全般について責任を持つという日医の役割を肝に
銘じて、新たな専門医の仕組みの構築に対応していくとした。

林芳郎代議員（九州ブロック）からの「介護職の尊さ、重要さの啓発活
動と人材確保の取り組み」についての質問に対し、松原副会長は、「在宅・
施設サービス等の整備施策に関する最大の課題は、人材確保である。その
ためにはまず、介護に対するイメージを『きつい、汚い、危険』の3Kか
ら転換していかなければならない」と強調。
その上で、（1）介護職の新規確保として、元気な高齢者や短時間の勤
務を望む人など、多様な人材を活用すべく、それぞれの能力や希望に合わ
せて働けるよう制度を整備する、（2）離職防止に向け、産前産後・育児
休暇や24時間対応保育所の整備、短時間勤務の受け入れなど、子育てと
仕事を両立できる支援を充実させる、（3）処遇改善のため、介護報酬の「介
護職員処遇改善加算」の増額と、現場の実態に即して活用させるための見
直しを社会保障審議会介護給付費分科会等で主張していく─ことが重要
であるとの認識を示し、各地域における介護人材確保のための施策に協力
を求めた。

天木聡代議員（東京ブロック）からの「2025年を見据えた看護、介護
福祉に対応できる職種」の創設の提案に対しては、松原謙二副会長が回答
した。
同副会長は、「看護・介護人材のすそ野を広げるには、社会人や子育て
を終えた主婦等にも取り組んでもらうことが必要で、そのためにも准看護
師資格の魅力を増していく必要があるが、現在、准看護師制度の抜本的な
見直しや、准看護師とは別の新たな職種をつくることは検討していない」
と説明。
更に、前述の提案に対しては、「新しい資格を創設した場合、業務内容、
特に診療の補助の範囲が狭められ、地域の医療提供体制を支えることがで
きなくなる可能性がある」との考えを示した上で、「日医は、地域の医療・
介護を支える人材として准看護師が必要と考えており、准看護師養成制度
を堅持していく方針である。今後も准看護師養成所の運営環境の改善や、
准看護師の生涯研修の充実など、准看護師養成制度の基盤強化に努めてい
きたい」と述べ、理解を求めた。

中尾正俊代議員（近畿ブロック）からの「患者中心の地域医療構想策定
はいかにあるべきか」という質問には、中川副会長が回答。「地域医療構
想に外来医療の観点がない」との指摘に対しては、日医も同様の問題意識
を持っているとした。
一方、昨年10月に財政制度等審議会の分科会が示した「改革工程表」に、
外来医療費の地域差の是正が盛り込まれたことに触れ、「外来医療が歪ん
だ形で議論の俎

そじょう

上に上がろうとしている」と指摘。厚生労働省が都道府県
に提供する外来医療費データが一律の医療費抑制に用いられないよう、厚
労省に地域の実情を伝えたいとした。
また、療養病床の再編と在宅医療の推進については、「地域医療構想は、
在宅医療と慢性期の病床機能を一体として考えることとされているが、在
宅医療の実情がほとんど考慮されないまま、病床の必要量を算出している
ことは非常に問題である」と指摘し、「療養病床が強制的に他の機能に移
行させられたり、過度の在宅偏重にならないよう、療養病床の新たなサー
ビス類型の議論に臨んでいく」と述べた。

小熊豊代議員（北海道ブロック）からの、（1）専攻医が都市部に集中し、
地域医療の確保が困難になるのではないか、（2）日医が主張している“制
度の延期”は混乱を生じさせるのではないか、（3）日医と全国医学部長
病院長会議による「医師の地域・診療科偏在解消の緊急提言」と整合がと
れているのか─という3つの質問には、中川副会長が回答。
同副会長は、定例記者会見における横倉会長の発言、社会保障審議会医
療部会の審議内容などに触れた上で、（1）には、日医も医師の地域偏在
について危機感を持っているが、地域医療に配慮したプログラムの検討や
問題点の協議といった北海道のような取り組みが進んでいない地域がある
のも実情である、（2）には、見切り発車でのスタートは、専門医の質の
確保という本来の目的が達成されず、専攻医に不安を与えかねない他、医
師偏在が深刻化すれば、地域包括ケアシステムの構築を阻害する恐れがあ
る、（3）には、現在、合同緊急提言を基に病院団体と協議を重ね、新た
な専門医の仕組みも見据えてその具現化を目指している─ことをそれぞ
れ説明した。

澤井博司代議員（関東甲信越ブロック）からの「持分あり医療法人の相
続承継問題」についての質問には、今村副会長が回答した。
同副会長は、「医療法人の事業承継を支援することは、地域医療確保の
上で大変重要な課題であり、持分あり医療法人が事業承継を円滑に行える
よう、日医は従来から要望を行っている」と説明。
具体的には、持分あり医療法人が事業承継を円滑に行えるよう、「中小
企業に認められている相続税・贈与税納税猶予制度と同様の制度の創設」
「認定医療法人について、出資者全員が持分を放棄した際、不当減少とみ
なす贈与税課税を行わないこと」「出資についての評価方法の改善」の3
項目を、一方、持分ありから持分なしへ移行を希望する医療法人が、円滑
に移行できるよう、「出資者全員が持分を放棄した際、不当減少とみなす
贈与税課税を行わないこと」「移行時において、出資者にみなし配当課税
を課さないこと」の2項目を、それぞれ要望しているとした。
その上で、「今年は、税制上の喫緊の課題が『控除対象外消費税問題』
となっていることから、この1年間は消費税問題に全力を傾注し、次年度
以降、この問題に全力で取り組んでいきたい」と述べ、理解と協力を求めた。

新専門医制度について介護職の尊さと重要さの啓発活動と人材確保の取
り組みについて

「2025年を見据えた看護、介護福祉に対応でき
る職種」の創設について患者中心の地域医療構想策定はいかにあるべきか

新専門医制度における日医の対応について「持分あり医療法人の相続承継問題」について
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関連する3つの質問には、今村定臣常任理事が一括して回答した。
支援団体の取りまとめ役である都道府県医師会が相互に連絡協議する場
を設けることを求める豊田秀三代議員（広島県）の質問に対して、同常任
理事は、「取り組みの進んでいる地域とそうでない地域との違いも少しず
つ明らかになってきており、平成28年度には全国の関係者が相互に情報
交換できるような連絡協議会をぜひ開催したい」とした。
遺族にも悪いイメージを持たれるとして「医療事故調査制度」そのもの
の名称変更を求める濱田政雄代議員（宮崎県）の要望には賛意を示した上
で、自民党の「医療事故調査制度の見直しに関するワーキングチーム」（3
月8日開催）において、適切なネーミングへの変更を求めたことを報告した。
金沢和俊代議員（埼玉県）は、①支援団体の取り組みのマニュアル化②
医療事故調査・支援センターとの連携・調整─を要望。①について同常
任理事は、「可能な限り全国を平準化した取り組みの成果が出せるよう、
工夫を凝らしていきたい」と答弁。②に関しては、制度の見直しの中で議
論の俎

そじょう

上に載せていく考えを示した。

末松哲男代議員（福井県）からの、「『医師資格証』の普及及び会員施設
ネットワークのセキュリティ対策」に関する質問には、石川広己常任理事
が回答した。
まず、同常任理事は、4月から「医師資格証」を用いて電子署名を付与
した電子紹介状のやり取りが診療報酬の算定要件を満たすようになること
や、講習会等の出欠や日医生涯教育制度の取得単位の管理での活用など、
「医師資格証」の周辺環境が大きく変わること等を説明。
それに伴い、「医師資格証」の更なる普及促進のため、4月より取得・
維持費用を改定し、日医会員は、「取得時の発行手数料を無料とし、利用
料を廃止、5年ごとのカード更新時の発行手数料5,000円（税別）」、非会
員は、「取得時と5年ごとの更新時の発行手数料5,000円（税別）、年間利
用料6,000円（税別）」とすることを明らかにした。
また、ICTを用いて医療情報を扱う限り、小規模医療機関でも最低限の
セキュリティ対策を実施する必要があるとの認識を示し、その手助けとな
る資料等のツールを提供していきたいとして、理解と協力を求めた。

「急増する認知症高齢者に対して、医師会はどう取り組むべきか」との
諸岡信裕代議員（茨城県）の質問に対して、鈴木邦彦常任理事は、かかり
つけ医の果たす役割が重要になると指摘。「かかりつけ医には、最大の理
解者として、患者が認知症と診断されても、日常の暮らしを大切にして、
できるだけ社会と関わり続けながら、住み慣れた地域で穏やかに過ごして
いけるよう、医療保険や介護保険のサービスに限らず、地域のさまざまな
資源を活用して認知症患者を支えて欲しい」とした。
更に、都道府県医師会に対しては、行政や医療・介護・福祉関係者と連
携するとともに、日医かかりつけ医機能研修制度を活用することで、かか
りつけ医の先生方を支援して欲しいと要望。日医としても、認知症施策の
推進に関わっていく中で、都道府県・郡市区医師会を支援していきたいと
した。

医療事故調査制度（名称、支援団体、医療事
故調査・支援センター等）について

医療情報連携に伴う「医師資格証」の普及促進及び会員
施設におけるネットワークのセキュリティ対策について

急増する認知症高齢者に対して、医師会はどう取
り組むべきか

2・3・4
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個人質問

個人質問

松山正春代議員（岡山県）からの地域医療介護総合確保基金に関して、（1）
基金の使途区分間における額の調整の柔軟化、（2）基金原資の確保充実、
（3）事業費の早期内示の実施─を国に働き掛けて欲しいとの要望には、
釜萢敏常任理事が回答した。
同常任理事は、（1）について、財務省の姿勢は非常に厳しかったが、
日医が強く要望した結果、本年1月18日付で、各都道府県衛生主幹（部）
局長宛てに「事業区分Ⅲに含まれている一部を事業区分Ⅰに含めて差し支
えない」との厚労省地域医療計画課長名の事務連絡が発出されたことを報
告。（2）では、厚労省に対して、平成29年度の概算要求要望及び補正予
算を組む際に、十分な財源を確保することを要望していくとした。
また、（3）については、現段階のスケジュールを示すとともに、内示
の回数を1度にするよう強く要請していることを説明。看護学校補助金な
ど継続分を確実に手当てし、地域の事業に影響が出ないような基金交付の
実施を厚労省に要請しているとして、理解を求めた。

「新たな専門医の仕組み」に関する白石昌之代議員（福岡県）の質問に
対し、回答に立った小森貴常任理事は、「地域医療が一歩たりとも後退す
ることがあってはならない」との考えの下、日本専門医機構の運営に関し
て、日医が主導的な立場を取ってきたと説明。その結果、専門医取得のた
めに地域医療現場での研修が必修化されたことを挙げ、今後も地域医療が
強化される方策を実現させていくとした。
更に、総合診療専門医はあくまでも学問的な面から評価したもので、今
後も地域医療を守るのは、かかりつけ医であるとの認識を示すとともに、
総合診療専門医がサブスペシャルティに進むことも可能とすべく議論して
いると述べた。
また、新たな仕組みが開業医等の生涯教育の妨げにならないよう、都道
府県医師会開催の講習会や、日医生涯教育制度のe-ラーニングで要件を十
分満たせるように準備を進めるとともに、かかりつけ医が地域医療と専門
医の資格更新を確実に両立できるよう、今後も対策を充実させていく意向
を示した。

地域医療の確保について国への働き掛け

新専門医制度について

7

6
個人質問

個人質問



日 医 ニ ュ ー ス 第1311号（4）平成28年4月20日〔第3種郵便物認可〕

日
　

本
　

医
　

師
　

会

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン

秘
書
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
４
・
人
事
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
３
・
庶
務
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
１
・
企
画
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
７
・
施
設
課	

03
―
３
９
４
２
―
７
０
２
７
・
経
理
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
６
・
広
報
・
情
報
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
３
／
03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
５
・
医
療
保
険
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
０

介
護
保
険
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
１
・
年
金
・
税
制
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
７
・
生
涯
教
育
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
９
・
編
集
企
画
室	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
８
・
日
本
医
学
会	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
４
０
・
情
報
サ
ー
ビ
ス
課	
03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
２
・
医
学
図
書
館	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
２
・
国
際
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
９

総
合
医
療
政
策
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
４
・
医
事
法
・
医
療
安
全
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
０
６
／
03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
４
・
地
域
医
療
第
一
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
７
・
地
域
医
療
第
二
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
８
・
地
域
医
療
第
三
課	

03
―
３
９
４
２
―
８
１
８
１
・
感
染
症
危
機
管
理
対
策
室	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
５

医
賠
責
対
策
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
６
・
日
医
総
研	

03
―
３
９
４
２
―
７
２
１
５
・
女
性
医
師
バ
ン
ク	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
２
・
治
験
促
進
セ
ン
タ
ー	

03
―
５
３
１
９
―
３
７
８
１
・
電
子
認
証
セ
ン
タ
ー	

03
―
３
９
４
２
―
７
０
５
０
（
防
災
セ
ン
タ
ー	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
６
・
日
本
医
師
連
盟	

03
―
３
９
４
７
―
７
８
１
５
）

大澤英一代議員（奈良県）からの「病床機能報告制度と地域医療構想に
関する日医の見解を問う」質問には、釜萢常任理事が、地域医療構想策定
において、入院と在宅をどのように組み合わせるかは、全国一律に決めら
れるものではなく、地域の実情を十分勘案した上で、在宅医療の選択は、
あくまで住民の希望に応じ行われるものであるとの認識を示した。
また、県行政の医療需要の推計値を絶対視する認識を払拭できないとの
訴えに対しては、医師会が中心となり、地元大学や病院団体、住民と連携
し、県との協議を継続して欲しいと要望。病床機能報告制度については、
ガイドラインに「将来も病棟ごとに選択した機能と患者像が完全に一致す
ることを想定しているものではない」と明記されていること、ガイドライ
ン検討会の資料では、本制度の病床数は、あるべき医療提供体制の実現に
向けた「参照情報」との位置付けとされていること等を説明し、本制度が
行政による強制的な規制につながらないよう、日医としても、厚労省に対
し都道府県行政への指導徹底を求めていくとした。

森喜久夫代議員（和歌山県）の「特別支援学校における医療的ケア」に
ついての質問に回答した道永麻里常任理事は、医療的ケアを充実させるた
めには、看護師が特別支援学校で勤務する際の不安を払

ふっしょく

拭できるよう、看
護師を増やすこと、看護師の雇用待遇の改善など身分の保障が重要になる
と指摘。文部科学省に対して、①専門性の高い看護師の確保②研修の場の
確保と内容の充実─等を働き掛けていくとした。
ネブライザーの吸入、酸素吸入、坐薬挿入などの「特定行為以外の医行
為」については、「医師の具体的指示」を受けて行うのであれば、看護師
が行ったとしても法的に問題はないことを改めて説明。また、38の特定
行為を看護師が特別支援学校で行うことについても、研修を受けた看護師
が手順書に従って行うことは可能とした。
その上で、学校医が責任を問われる懸念に関しては、文科省から「関与
の度合いにもよるが、医療的ケアに関する責任は、学校設置者であり実施
主体である教育委員会や学校にある」との回答があったことを紹介し、理
解を求めた。

森久保雅道代議員（東京都）からの日医の考える「かかりつけ医とは」
との質問に、鈴木常任理事は、平成25年8月に日医が四病院団体協議会と
共に行った合同提言で、かかりつけ医を「なんでも相談できる上、最新の
医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門医療機関を紹介でき、身
近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」
と改めて定義していることを説明した。
また、本年4月から開始する「日医かかりつけ医機能研修制度」につい
て触れ、「かかりつけ医機能をより充実・強化することを目的としており、
地域のかかりつけ医として活動している医師が本研修制度を活用して研

けんさん

鑽
を続けることは、地域住民からのより一層の信頼にもつながる」と強調。
本制度の実施を検討中の都道府県医師会に対しては、「5月22日に開催
する『平成28年度応用研修会』で取得できる単位の有効期間が3年となっ
ている。地域包括ケアの重要な担い手となるかかりつけ医を育成する本制
度を理解し、前向きに検討して欲しい」と述べ、更なる協力を求めた。

鈴木伸和代議員（北海道）からの、①日医は消費税率10％引き上げ時
の解決策を「課税方式」から「非課税方式」に方向転換したのか②非課税
還付方式導入の場合、診療所でもインボイス方式を導入するのか③消費税
率が上昇し財源的に耐え切れなくなった場合、上乗せ財源が一気に引きは
がされることはないのか─との3つの質問には、今村常任理事が回答した。
①には、日医は当初より「課税方式」「非課税方式」を問わない解決策
を求めており、その方針は変わっていないとした上で、引き続き、患者負
担を増やさない制度への改善、税制による解決を要望していくとした。
②には、仮に非課税で還付を受けることになった場合、診療所も含めて
インボイスを利用した還付手続きとなると思われるが、今後も議論が必要
と説明。
また、③に関しては、抜本的解決を図る際に、仮に課税転換ということ
になれば引きはがしの議論が起こるが、その時以外では「理由なき引きは
がし」は起こらないとの認識を示した。

病床機能報告制度と地域医療構想について

特別支援学校における医療的ケアについて

日医の考える「かかりつけ医とは」何か 医療における消費税問題について
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西成忍代議員（秋田県）からの法医解剖医の処遇、死亡時画像診断（Ai）
と解剖の併用に関する質問には、松本純一常任理事が回答した。
同常任理事は、「死因究明等の推進に関する法律」は、既に効力を失っ
ているため、後継となる法案提出に向けて、関係国会議員などに働き掛け
ている状況を説明。法医解剖医の待遇改善を含めて、新たに設置を要望し
ている「国全体で省庁横断的に死因究明施策のあり方を検討する会議など
の場」を通じて、問題提起などを行っていきたいとの考えを示した。
また、司法解剖時におけるAiの併用については、警察が犯罪捜査上の
必要性を認めれば、Aiの実施を妨げるものではないとの警察庁の考え方
を報告するとともに、「医師として、医学的に必要と判断した検査方法を
予算的な理由で十分活用することができないという事態はあってはならな
い」として、警察庁に対し、解剖時のAi併用の意義を強く申し入れてい
くとした。

死亡時画像診断と解剖との併用について8
個人質問
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日
　

本
　

医
　

師
　

会

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン

秘
書
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
４
・
人
事
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
３
・
庶
務
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
１
・
企
画
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
７
・
施
設
課	

03
―
３
９
４
２
―
７
０
２
７
・
経
理
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
６
・
広
報
・
情
報
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
３
／
03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
５
・
医
療
保
険
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
０

介
護
保
険
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
１
・
年
金
・
税
制
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
７
・
生
涯
教
育
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
９
・
編
集
企
画
室	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
８
・
日
本
医
学
会	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
４
０
・
情
報
サ
ー
ビ
ス
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
２
・
医
学
図
書
館	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
２
・
国
際
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
９

総
合
医
療
政
策
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
４
・
医
事
法
・
医
療
安
全
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
０
６
／
03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
４
・
地
域
医
療
第
一
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
７
・
地
域
医
療
第
二
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
８
・
地
域
医
療
第
三
課	

03
―
３
９
４
２
―
８
１
８
１
・
感
染
症
危
機
管
理
対
策
室	

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
５

医
賠
責
対
策
課	

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
６
・
日
医
総
研	

03
―
３
９
４
２
―
７
２
１
５
・
女
性
医
師
バ
ン
ク	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
２
・
治
験
促
進
セ
ン
タ
ー	

03
―
５
３
１
９
―
３
７
８
１
・
電
子
認
証
セ
ン
タ
ー	

03
―
３
９
４
２
―
７
０
５
０
（
防
災
セ
ン
タ
ー	

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
６
・
日
本
医
師
連
盟	

03
―
３
９
４
７
―
７
８
１
５
）

第
５
回
日
本
糖
尿
病
対
策

推
進
会
議
総
会
が
３
月
24

日
、
日
医
会
館
大
講
堂
で
開

日
医
は
こ
の
ほ
ど
、
厚
生

労
働
省
、
日
本
糖
尿
病
対
策

催
さ
れ
た
。

冒
頭
、
日
本
糖

尿
病
対
策
推
進
会

議
会
長
と
し
て
あ

い
さ
つ
し
た
横
倉

義
武
会
長
は
、「
都

道
府
県
で
の
医
療

計
画
の
策
定
に
当

た
っ
て
は
、
厚
生

労
働
省
が
定
め
る

『
糖
尿
病
の
医
療

体
制
構
築
に
係
る

指
針
』
の
中
で
、

糖
尿
病
対
策
推
進

会
議
を
活
用
す
る

よ
う
明
示
さ
れ
て
い
る
。
地

域
の
実
情
に
合
わ
せ
た
さ
ま

ざ
ま
な
取
り
組
み
が
進
む
よ

う
、
引
き
続
き
ご
尽
力
を
お

願
い
す
る
」
と
し
て
、
地
域
の

糖
尿
病
対
策
推
進
会
議
の
更

な
る
活
動
に
期
待
を
寄
せ
た
。

続
い
て
、
羽
鳥
裕
常
任
理

事
が
、
構
成
団
体
及
び
役
員

を
紹
介
し
た
後
、
演
者
５
名

に
よ
る
講
演
が
行
わ
れ
た
。

植
木
浩
二
郎
国
立
国
際
医

療
研
究
セ
ン
タ
ー
糖
尿
病
研

究
セ
ン
タ
ー
長
は
、
「J- 

DREAMS

診
療
録
直
結
型
全
国

糖
尿
病
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
事

業
」
と
題
し
て
、
国
立
国
際

医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
と
日
本

糖
尿
病
学
会
が
共
同
で
行

う
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
事
業
に

つ
い
て
説
明
。
同
事
業
の
特

徴
と
し
て
、
デ
ー
タ
の
収
集

に
当
た
り
、
電
子
カ
ル
テ
に

糖
尿
病
専
用
の
入
力
画
面
を

作
り
、
入
力
デ
ー
タ
を
統
一

で
き
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
た
。

そ
の
上
で
、
情
報
を
匿
名

化
し
た
後
に
、
国
立
国
際
医

療
研
究
セ
ン
タ
ー
内
に
設
置

す
る
糖
尿
病
ク
ラ
ウ
ド
セ
ン

タ
ー
に
収
集
し
、
日
医
に
構

築
予
定
の
か
か
り
つ
け
医
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
結
合
す
る

こ
と
で
、
糖
尿
病
診
療
の
向

上
を
図
り
た
い
と
し
た
。

江
口
成
美
日
医
総
研
研
究

部
専
門
部
長
は
、
「
糖
尿
病

疾
病
管
理
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

関
す
る
研
究
─
か
か
り
つ
け

医
の
臨
床
デ
ー
タ
構
築
に
向

け
て
─
」
と
題
し
て
、
現
在

検
討
中
の
診
療
所
向
け
の
糖

尿
病
疾
病
管
理
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
に
つ
い
て
紹
介
。

デ
ー
タ
入
力
は
、
電
子
カ

ル
テ
、
Ｏ
Ｒ
Ｃ
Ａ
、
紙
カ
ル

テ
な
ど
に
対
応
し
、
現
場
で

の
負
担
を
最
低
限
に
抑
え
る

方
向
で
考
え
て
お
り
、
今
後

は
、
「
よ
り
柔
軟
な
入
力
方

法
・
収
集
手
法
の
確
立
」「
パ

イ
ロ
ッ
ト
診
療
所
の
拡
大
」

「
特
定
地
域
で
の
展
開
に
よ

る
悉し

っ
か
い皆

性
の
確
保
」
「
将
来

的
に
は
他
の
疾
病
管
理
デ
ー

タ
へ
の
拡
張
」
を
検
討
し
て

い
く
と
し
、
５
月
ご
ろ
か
ら

の
テ
ス
ト
試
行
を
目
指
す
と

し
た
。

榎
本
健
太
郎
厚
生
労
働
省

保
険
局
国
民
健
康
保
険
課
長

は
、
「
糖
尿
病
性
腎
症
重
症

化
予
防
に
係
る
最
近
の
動
向

に
つ
い
て
」
と
題
し
て
、
糖

尿
病
を
取
り
巻
く
現
状
に
関

し
、
医
療
費
が
高
額
に
な
る

透
析
治
療
に
つ
い
て
、
透
析

導
入
患
者
は
糖
尿
病
性
腎
症

を
主
要
原
疾
患
と
す
る
割
合

が
多
い
こ
と
を
報
告
。
糖
尿

病
性
腎
症
重
症
化
予
防
に
向

け
た
取
り
組
み
と
し
て
、
埼

玉
県
等
の
先
行
事
例
を
横
展

開
し
て
い
き
た
い
と
し
た
。

更
に
、
同
日
の
会
議
終
了

後
に
、
日
医
、
日
本
糖
尿
病

対
策
推
進
会
議
、
厚
労
省
の

３
者
に
よ
る
「
糖
尿
病
性
腎

症
重
症
化
予
防
に
係
る
連
携

協
定
」
を
締
結
し
、
「
糖
尿

病
性
腎
症
重
症
化
予
防
プ
ロ

グ
ラ
ム
」を
策
定
し
た
上
で
、

そ
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い

く
考
え
を
示
し
た
（
別
記
事

参
照
）。

江
崎
禎
英
経
済
産
業
省
商

務
情
報
政
策
局
へ
ル
ス
ケ
ア

推
進
会
議
と

「
糖
尿
病
性
腎

症
重
症
化
予
防

に
係
る
連
携
協

定
」
を
締
結
す

る
こ
と
に
な

り
、
そ
の
締
結

式
が
３
月

24

日
、
厚
労
省
大

臣
室
で
行
わ
れ

た
。糖

尿
病
は
昨

今
、
患
者
数
の

増
加
が
課
題
と

な
っ
て
お
り
、

国
は
「
健
康
日

本

21
（
第

２

次
）
」
に
お
い

て
、
糖
尿
病
性
腎
症
に
よ
る

年
間
新
規
透
析
導
入
患
者
数

の
減
少
等
を
数
値
目
標
と
し

て
掲
げ
、
そ
の
取
り
組
み
を

進
め
て
い
る
。

ま
た
、
「
経
済
財
政
運
営

と
改
革
の
基
本
方
針
２
０
１

５
」
に
お
い
て
は
、
重
症
化

予
防
を
含
め
た
疾
病
予
防
等

に
係
る
好
事
例
を
強
力
に
全

国
展
開
す
る
こ
と
と
さ
れ
、

日
本
健
康
会
議
（
平
成
27
年

７
月
10
日
開
催
）
で
採
択
さ

れ
た
「
健
康
な
ま
ち
・
職
場

づ
く
り
宣
言
２
０
２
０
」
の

中
で
も
、
生
活
習
慣
病
の
重

症
化
予
防
に
取
り
組
む
自
治

体
数
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が

目
標
と
さ
れ
て
い
る
。

今
回
の
協
定
は
、
こ
の
よ

う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、
糖

尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
に

向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い

て
、
３
者
の
役
割
と
連
携
・

協
力
の
内
容
な
ど
を
定
め
、

地
域
に
お
け
る
取
り
組
み
の

促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
締
結
す
る
こ
と
に
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。

協
定
で
は
目
的
を
達
成
す

る
た
め
、
３
者
で
「
糖
尿
病

性
腎
症
重
症
化
予
防
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
を
速
や
か
に
定
め
る

と
し
て
い
る
他
、
日
医
の
役

割
と
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

都
道
府
県
・
郡
市
区
医
師
会

に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
か

か
り
つ
け
医
と
専
門
医
等
と

の
連
携
の
強
化
や
、
地
域
に

お
け
る
都
道
府
県
、
市
町
村

（
特
別
区
を
含
む
）
及
び
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
と

の
連
携
体
制
の
構
築
に
協
力

す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

当
日
の
締
結
式
に
は
、
塩

崎
恭
久
厚
労
大
臣
を
始
め
、

日
本
糖
尿
病
対
策
推
進
会
議

の
会
長
で
も
あ
る
横
倉
義
武

会
長
、
同
会
議
の
４
人
の
副

会
長
（
門
脇
孝
日
本
糖
尿
病

学
会
理
事
長
、
清
野
裕
日
本

糖
尿
病
協
会
理
事
長
、
堀
憲

郎
日
本
歯
科
医
師
会
長
、
今

村
聡
副
会
長
）
が
出
席
。
冒

頭
あ
い
さ
つ
し
た
塩
崎
厚
労

大
臣
は
、
「
糖
尿
病
の
重
症

化
を
防
ぐ
こ
と
は
患
者
さ
ん

に
と
っ
て
も
、
財
政
的
に
も

重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

実
現
の
た
め
に
は
、
行
政
、

医
療
関
係
団
体
、
保
険
者
が

連
携
し
て
い
く
こ
と
が
大
事

で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
今

回
の
協
定
締
結
を
大
変
う
れ

し
く
思
っ
て
い
る
。
厚
労
省

と
し
て
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
具

体
化
を
早
期
に
進
め
た
い
」

と
述
べ
た
。

引
き
続
き
、
出
席
者
を
代

表
し
て
あ
い
さ
つ
し
た
横
倉

会
長
は
、
広
島
県
呉
市
、
埼

玉
県
等
に
お
い
て
、
地
域
の

医
師
会
や
糖
尿
病
対
策
推
進

会
議
と
行
政
が
一
体
と
な
っ

た
取
り
組
み
が
展
開
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
触
れ
た
上
で
、

「
本
日
の
連
携
協
定
の
締
結

が
、
各
地
域
で
の
取
り
組
み

を
更
に
推
進
さ
せ
、
全
国
展

開
の
た
め
の
原
動
力
と
な
る

こ
と
を
心
か
ら
期
待
し
て
い

る
」
と
述
べ
た
。

産
業
課
長
は
、
「
健
康
・
医

療
情
報
の
活
用
に
よ
る
行
動

変
容
の
実
現
に
向
け
て
」
と

題
し
て
、
レ
セ
プ
ト
や
健
診

デ
ー
タ
を
活
用
し
た
生
活
習

慣
病
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
実
証

事
業
に
つ
い
て
解
説
。

活
用
例
と
し
て
、
本
人
の

同
意
を
取
得
し
た
上
で
、
レ

セ
プ
ト
デ
ー
タ
や
健
診
デ
ー

タ
に
、
対
象
者
が
測
定
し
た

日
々
の
運
動
な
ど
の
健
康
関

連
デ
ー
タ
を
臨
床
医
等
が
活

用
し
、
対
象
者
の
行
動
変
容

を
促
す
枠
組
み
を
示
し
、
次

年
度
に
は
、
日
本
糖
尿
病
対

策
推
進
会
議
及
び
厚
労
省
等

の
関
係
省
庁
と
連
携
の
上
で

本
年
夏
ご
ろ
か
ら
実
証
を
実

施
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
と

し
た
。

片
山
茂
裕
埼
玉
県
糖
尿
病

対
策
推
進
会
議
副
会
長
は
、

「
埼
玉
県
に
お
け
る
市
町
村

糖
尿
病
治
療
に
お
け
る

    
地
域
連
携
の
先
駆
的
取
り
組
み
な
ど
を
報
告

第
５
回
日
本
糖
尿
病
対
策
推
進
会
議
総
会

国
保
共
同
に
よ
る
糖
尿
病
重

症
化
予
防
」
と
題
し
て
、
埼

玉
県
医
師
会
、
埼
玉
県
糖
尿

病
対
策
推
進
会
議
、
埼
玉
県

の
３
者
に
よ
り
作
成
し
た
糖

尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
紹
介
。

内
容
は
、
健
診
・
レ
セ
プ

ト
デ
ー
タ
か
ら
ハ
イ
リ
ス
ク

者
を
抽
出
し
、
通
院
し
て
い

な
い
人
に
は
受
診
勧
奨
を
、

通
院
し
て
い
る
人
に
は
保
健

指
導
を
行
う
と
い
う
も
の
で

あ
り
、
平
成
28
年
度
に
は
、

県
下
全
市
町
村
国
保
で
展
開

予
定
で
あ
る
と
し
、「
数
年
後

に
評
価
指
標
を
伴
っ
た
実
際

の
予
防
効
果
が
報
告
で
き
る

の
で
は
な
い
か
」と
述
べ
た
。

そ
の
後
は
、
フ
ロ
ア
と
発

表
者
と
の
間
で
質
疑
応
答
が

行
わ
れ
、
今
村
聡
副
会
長
の

総
括
に
よ
り
会
議
は
終
了
と

な
っ
た
。
当
日
は
約
１
５
０

名
の
出
席
者
で
あ
っ
た
。

日本糖尿病対策推進会議とは
糖尿病の発症予防、合併症防止等の糖尿病対策をより一層

推進し、国民の健康の増進と福祉の向上を図ることを目的として、日医、
日本糖尿病学会、日本糖尿病協会の3者で平成17年2月に設立した組織。
現在は前述の3団体に日本歯科医師会を加えた４つの幹事団体、14の構
成団体からなり、横倉義武会長が会長を務めている。

キーワード

厚労省、日本糖尿病対策推進会議と
 「糖尿病性腎症重症化予防に係る
                         連携協定」を締結

日  医
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医
師
の
倫
理
の

 

更
な
る
向
上
に
努
め
る

意
向
を
表
明

3
月
23
日

横
倉
義
武
会
長
は
先
般
、

診
療
報
酬
の
不
正
請
求
に
よ

る
詐
欺
の
疑
い
で
女
性
医
師

が
警
視
庁
に
逮
捕
さ
れ
た
と

の
報
道
が
あ
っ
た
こ
と
を
受

け
て
、
日
医
と
し
て
医
師
の

倫
理
の
更
な
る
向
上
に
努
め

る
考
え
を
示
し
た
。

同
会
長
は
、
今
回
の
逮
捕

に
つ
い
て
、
「
当
人
は
容
疑

を
否
認
し
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
り
、
断
定
的
な
こ
と
は

申
し
上
げ
ら
れ
な
い
」
と
し

た
上
で
、
「
事
実
と
す
れ
ば
、

国
民
と
医
師
と
の
信
頼
関
係

を
大
き
く
損
な
う
も
の
で
あ

り
、
大
変
遺
憾
な
こ
と
で
あ

る
」
と
指
摘
。
ま
た
、
同
容

疑
者
が
タ
レ
ン
ト
活
動
を
行

っ
て
い
た
こ
と
に
関
し
て

は
、
「
そ
の
是
非
に
つ
い
て

あ
れ
こ
れ
意
見
を
言
う
立
場

で
は
な
い
が
、
〝
医
師
で
あ

る
〟
こ
と
が
タ
レ
ン
ト
と
し

て
の
大
き
な
要
素
で
あ
っ
た

と
考
え
る
と
、
医
師
の
職
務

で
は
な
い
活
動
に
お
い
て
も

当
然
の
こ
と
と
し
て
、
品
位

の
保
持
に
努
め
る
こ
と
が
、

社
会
及
び
医
師
集
団
に
対
す

る
信
頼
を
維
持
す
る
上
で
の

基
盤
で
あ
り
、
個
々
の
医
師

に
と
っ
て
の
責
務
で
あ
る
と

考
え
る
。
報
道
を
見
て
い
る

限
り
で
は
、
こ
う
い
っ
た
意

識
が
欠
け
て
い
た
の
で
は
な

い
か
」
と
の
考
え
を
示
し
た
。

そ
の
上
で
、
同
会
長
は
、

日
医
に
お
け
る
会
員
の
倫

理
・
資
質
向
上
に
向
け
た
取

り
組
み
と
し
て
、
①
平
成
12

年
に
「
医
の
倫
理
綱
領
」
、

平
成
16
年
に
『
医
師
の
職
業

倫
理
指
針
』
、
そ
し
て
平
成

25
年
に
は
「
日
本
医
師
会
綱

領
」
を
策
定
し
た
こ
と
②
よ

り
具
体
的
・
実
践
的
な
視
点

か
ら
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

■■■■■■■■

控
除
対
象
外
消
費
税
の

  

解
消
策
を
提
言

─
医
業
税
制
検
討
委
員
会

今
村
聡
副
会
長
は
、
医
業

税
制
検
討
委
員
会
が
取
り
ま

と
め
た
答
申
の
内
容
を
説
明

し
た
。

本
答
申
は
、
横
倉
会
長
か

ら
「
『
医
療
に
お
け
る
税
制

上
の
諸
課
題
』
お
よ
び
『
安

定
的
医
業
経
営
の
た
め
に
あ

る
べ
き
税
制
』
」
に
つ
い
て

諮
問
を
受
け
、
鋭
意
検
討
の

上
、
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。

内
容
は
、
（
１
）
控
除
対

象
外
消
費
税
の
解
消
策
、

平
成
23
年
よ
り
毎
年
開
催
し
、

都
道
府
県
医
師
会
の
取
り
組

み
並
び
に
事
例
に
基
づ
い
た

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
を
行
っ
て

い
る
こ
と

─
等
を
説
明
。

特
に
、
『
医
師
の
職
業
倫

理
指
針
』
に
関
し
て
は
、
会

内
の
「
会
員
の
倫
理
・
資
質

向
上
委
員
会
」
（
委
員
長
：

森
岡
恭
彦
日
赤
医
療
セ
ン
タ

ー
名
誉
院
長
）
に
お
い
て
、

平
成
20
年
以
来
、
８
年
ぶ
り

に
改
訂
を
行
う
こ
と
を
目
指

し
て
、
昨
年
よ
り
見
直
し
作

業
を
行
っ
て
お
り
、
４
月
に

は
日
医
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

通
じ
て
、
広
く
国
民
か
ら
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集

す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
報

告
。
「
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見

を
参
考
に
し
な
が
ら
、
成
案

を
作
成
し
、
改
め
て
全
会
員

に
配
布
し
て
、
更
な
る
医
師

の
倫
理
向
上
に
努
め
て
い
き

た
い
」
と
し
た
。

（
２
）
医
療
法
人
税
制
の
課

題
（
移
行
税
制
、
事
業
承
継

税
制
）
、
（
３
）
予
防
医
療
に

関
す
る
税
制
の
諸
課
題

─

か
ら
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
に
ま
と
め
と
し
て
提
言
が

な
さ
れ
て
い
る
。

（
１
）
で
は
控
除
対
象
外

消
費
税
の
問
題
は
喫
緊
の
課

題
で
あ
り
、
平
成
29
年
度
税

制
改
正
要
望
に
当
た
っ
て
解

消
策
の
一
本
化
を
図
る
必
要

が
あ
る
と
指
摘
。
そ
の
具
体

策
と
し
て
、
当
局
が
診
療
報

酬
に
仕
入
税
額
相
当
額
と
し

て
上
乗
せ
し
て
い
る
２
・

89
％
相
当
額
を
上
回
る
仕
入

消
費
税
額
を
負
担
し
て
い
る

場
合
に
は
、
そ
の
超
過
額
の

税
額
控
除
あ
る
い
は
還
付
を

認
め
る
新
た
な
制
度
を
提
言

し
て
い
る
。

（
２
）
で
は
、
移
行
税
制

に
関
し
て
、
持
分
あ
り
医
療

法
人
が
持
分
な
し
医
療
法
人

に
ス
ム
ー
ズ
に
移
行
で
き
る

よ
う
、
①
出
資
持
分
を
基
金

に
拠
出
し
た
場
合
の
み
な
し

配
当
課
税
及
び
持
分
を
放
棄

し
た
場
合
の
相
続
税
法
66
条

４
項
の
規
定
に
よ
る
贈
与
税

に
つ
い
て
は
課
税
し
な
い
こ

と
②
相
続
税
法
施
行
令
33
条

３
項
の
要
件
の
緩
和

─
を

要
望
。

ま
た
、
事
業
承
継
税
制
に

つ
い
て
は
、
①
持
分
あ
り
医

療
法
人
出
資
に
対
し
て
、
非

上
場
株
式
等
に
係
る
事
業
承

継
税
制
に
準
じ
た
制
度
の
創

設
②
平
成
26
年
度
税
制
改
正

に
よ
り
創
設
さ
れ
た
「
医
業

継
続
に
係
る
相
続
税
及
び
贈

与
税
の
納
税
猶
予
等
」
に
係

る
要
件
の
緩
和
③
持
分
あ
り

医
療
法
人
の
持
分
の
価
値
を

評
価
し
て
い
る
財
産
評
価
基

本
通
達
１
９
４
─

２
項
の
見

直
し

─
等
が
必
要
だ
と
し

て
い
る
。

更
に
、
（
３
）
で
は
、
予

防
医
療
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
を
確
保
す
る
た
め
、

医
療
費
控
除
及
び
所
得
控
除

の
範
囲
の
拡
大
を
各
方
面
に

訴
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

し
て
い
る
。

答
申
の
内
容
を
説
明
し
た

今
村
副
会
長
は
、
答
申
の
中

に
示
さ
れ
た
控
除
対
象
外
消

費
税
の
解
消
策
に
つ
い
て
、

「
病
院
団
体
始
め
、
日
本
歯

科
医
師
会
、
日
本
薬
剤
師
会

か
ら
も
異
論
は
出
さ
れ
て
お

ら
ず
、
こ
の
考
え
方
が
、
現

時
点
で
の
医
療
界
の
ま
と
ま

っ
た
考
え
で
あ
る
」
と
し
た

上
で
、
今
回
の
考
え
を
中
心

と
し
て
、
更
に
議
論
を
重
ね
、

平
成
29
年
度
の
税
制
改
正
要

望
を
取
り
ま
と
め
て
い
き
た

い
と
述
べ
た
。

お知らせ

　救急災害医療対策委員会、労災自賠責委員会、勤務医
の健康支援に関する検討委員会、産業保健委員会、学校
保健委員会の答申に関する記者会見の内容は、日医ホー
ムページ「日医 on-line 」をご参照下さい。
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『
か
か
り
つ
け
医
と
し
て

  
知
っ
て
お
き
た
い
遺
伝
子
検
査
、

   

遺
伝
学
的
検
査 

Ｑ
＆
Ａ 

２
０
１
６
』を
公
表

小
森
貴
常
任
理
事
は
、『
か

か
り
つ
け
医
と
し
て
知
っ
て

お
き
た
い
遺
伝
子
検
査
、
遺

伝
学
的
検
査　

Ｑ
＆
Ａ　

２
０

１
６
』
を
４
月
１
日
付
け
で

発
刊
し
た
こ
と
を
公
表
し

た
。本

Ｑ
＆
Ａ
は
、
「
遺
伝
子

検
査
」
「
遺
伝
子
診
断
」
「
遺

伝
子
治
療
」
等
、
今
後
、
患

者
あ
る
い
は
家
族
か
ら
の

「
遺
伝
子
検
査
を
受
け
た
い
」

　日医では、医師だけでなく国民に、「医療に関する
専門家集団」である日医をより身近で親しみのある団
体として認知してもらうことを目的として、新キャラク
ターを募集することになりました。
　募集に当たっては、日医会員のみならず、広く一般
国民（プロ・アマ不問）を対象とします（11月頃には
新キャラクター1点を決定する予定）。奮って、ご応募
下さい。
※�なお、採用作品の著作権（著作権法第27条及び第28条に定める
権利を含む）、商標権、その他一切の権利は、日医に帰属します。

日医広報・情報課
〒113─8621 東 京都文京区本駒込2─28─16　 

03─3942─6483（直）

応募・
問い合わせ先

募集期間 4月～ 8月末日（予定）

賞　　金 30万円

応募方法

日医ホームページ（http://www.med.or.jp/
people/chara/004265.html）からご応募頂
くか、同ホームページ上から応募用紙をダウン
ロードし、必要事項を記入の上、下記宛てに
ご郵送下さい。
その他、詳細は同ホームページをご参照下さい。

新キャラクター募集！日医の

■■■■■■■■
「
医
師
資
格
証
」の

利
用
料
等
を
変
更

3
月
30
日

石
川
広
己
常
任
理
事
は
、

３
月
22
日
開
催
の
第
35
回
常

任
理
事
会
で
「
医
師
資
格
証
」

の
利
用
料
等
の
変
更
に
つ
い

て
了
承
さ
れ
た
こ
と
を
受

け
、
公
表
し
た
。

同
常
任
理
事
は
、
ま
ず
、

日
医
が
厚
生
労
働
省
の
保
健

医
療
福
祉
分
野
公
開
鍵
基
盤

（
Ｈ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
：Healthcare 

Public Key Infrastruc-

ture

）
に
準
拠
す
る
医
師
資

格
を
証
明
す
る
「
医
師
資
格

証
」（
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
内
蔵
）
の

と
い
う
依
頼
・
質
問
に
応
じ

る
機
会
が
増
え
て
く
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

か
か
り
つ
け
医
と
し
て
知
っ

て
お
く
べ
き
こ
と
を
Ｑ
＆
Ａ

形
式
に
取
り
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。

内
容
は
、
第
VIII
次
学
術
推

進
会
議
へ
の
会
長
諮
問
「
遺

伝
子
診
断
・
遺
伝
子
治
療
の

新
し
い
展
開
─
学
術
推
進
の

立
場
か
ら
─
」
及
び
第
XIV
次

生
命
倫
理
懇
談
会
へ
の
会
長

諮
問
「
遺
伝
子
診
断
・
遺
伝

子
治
療
の
新
し
い
展
開
─
生

命
倫
理
の
立
場
か
ら
─
」
を

基
に
両
会
議
に
お
い
て
議
論

を
重
ね
た
結
果
を
ま
と
め
た

も
の
と
な
っ
て
お
り
、
初
め

に
全
体
像
を
示
し
た
「
遺
伝

子
検
査
に
関
す
る
フ
ロ
ー
チ

ャ
ー
ト
」
で
は
、
遺
伝
医
療

の
専
門
家
へ
の
紹
介
が
不
要

な
も
の
と
必
要
な
も
の
に
区

分
し
た
上
で
、
「
基
本
事
項

１
～
４
」
「
遺
伝
医
療
の
専

門
家
を
介
さ
ず
に
行
わ
れ
る

検
査
１
～
３
」
「
遺
伝
医
療

の
専
門
家
に
紹
介
す
べ
き
検

査
１
～
３
」
「
留
意
事
項
１

～
５
」
の
計
15
題
の
想
定
質

問
に
対
す
る
回
答
が
明
記
さ

れ
て
い
る
。

「
基
本
事
項
」
で
は
、
「
Ｄ

Ｔ
Ｃ
遺
伝
子
検
査
（
検
査
会

社
が
医
療
消
費
者
に
直
販
す

る
形
式
）
」
は
医
療
で
は
な

い
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
明
確
に
示
す
と
と
も

に
、
「
Ｄ
Ｔ
Ｃ
遺
伝
子
検
査
」

を
始
め
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る

「
遺
伝
子
検
査
ビ
ジ
ネ
ス
」

の
流
行
を
問
題
視
。
最
近
急

速
に
増
加
し
て
い
る
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
の
通
信

販
売
や
、
遺
伝
医
療
を
専
門

と
し
な
い
医
師
や
歯
科
医
師

を
介
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る

「
遺
伝
子
検
査
ビ
ジ
ネ
ス
」

商
品
と
同
等
の
検
査
の
販
売

な
ど
は
実
施
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
と
強
調
し
て
い
る
。

「
留
意
事
項
」
で
は
、
医

療
で
あ
る
、
な
い
に
か
か
わ

ら
ず
、
遺
伝
子
情
報
を
明
ら

か
に
す
る
場
合
に
は
、
検
査

の
一
連
の
過
程
が
正
し
く
実

施
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
、
「
Ｄ
Ｔ
Ｃ
遺
伝

子
検
査
」
は
国
際
的
に
も
議

論
中
で
あ
り
、
希
望
者
に
対

し
て
は
、
特
に
慎
重
に
判
断

す
る
よ
う
指
導
す
べ
き
と
し

て
い
る
。

小
森
常
任
理
事
は
、
「
昨

今
、
進
歩
が
著
し
い
遺
伝
子

分
野
の
技
術
は
、
今
後
、
一

般
の
国
民
や
通
常
の
診
療
の

場
面
に
も
広
が
っ
て
い
く
可

能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一

般
臨
床
に
携
わ
る
医
師
に
最

低
限
知
っ
て
お
い
て
も
ら
い

た
い
内
容
を
で
き
る
だ
け
分

か
り
や
す
く
解
説
し
た
」
と

し
た
上
で
、
企
業
側
が
医
療

で
は
な
い
と
の
考
え
の
下
に

消
費
者
向
け
の
ビ
ジ
ネ
ス
と

し
て
無
制
限
に
「
Ｄ
Ｔ
Ｃ
遺

伝
子
検
査
」
が
実
施
さ
れ
て

い
る
現
状
を
憂
慮
。
「
引
き

続
き
、
強
く
警
鐘
を
鳴
ら
し

て
い
く
」
と
し
た
。

な
お
、
本
Ｑ
＆
Ａ
は
、『
日

医
雑
誌
』
４
月
号
に
同
封
し

て
日
医
会
員
に
配
布
し
た

他
、
日
医
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及

び
「
日
医
Ｌ
ｉ
ｂ
」
に
掲
載

す
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

かかりつけ医として知っておきたい
遺伝子検査、遺伝学的検査  Q&A
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「
遺
伝
子
検
査
、遺
伝
学
的
検
査
に
関
し
て
か
か
り
つ
け
医
と
し
て
」　

表
紙

　
下
版

発
行
と
運
用
を
行
っ
て
い
る

こ
と
、
「
医
師
資
格
証
」
は

日
医
会
員
・
非
会
員
を
問
わ

ず
、
申
請
の
あ
っ
た
医
師
に

発
行
し
て
い
る
こ
と
、ま
た
、

本
年
４
月
か
ら
「
医
師
資
格

証
」
を
用
い
て
電
子
署
名
を

付
与
す
れ
ば
、
電
子
紹
介
状

の
算
定
要
件
を
満
た
し
、
加

算
も
算
定
で
き
る
よ
う
に
な

る
こ
と
な
ど
を
説
明
。

更
に
、
講
習
会
等
の
出
欠

や
日
医
生
涯
教
育
制
度
の
取

得
単
位
の
管
理
で
の
活
用
、

飛
行
機
内
で
の
緊
急
対
応
時

に
、
身
分
証
と
し
て
活
用
す

る
た
め
の
取
り
組
み
を
進
め

て
い
る
こ
と
な
ど
も
紹
介
し

た
。ま

た
、
４
月
か
ら
実
施
が

認
め
ら
れ
る
電
子
処
方
せ
ん

に
対
し
て
の
電
子
署
名
も

「
医
師
資
格
証
」
を
用
い
た

も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
、
「
電
子
処
方
せ
ん
の
運

用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
規
定

さ
れ
た
こ
と
に
も
言
及
し
、

こ
れ
ま
で
と
は
環
境
が
大
き

く
変
わ
り
、
一
層
の
普
及
が

進
む
と
の
見
方
を
示
し
た
。

そ
の
上
で
、
同
常
任
理
事

は
、
本
年
４
月
か
ら
厚
労
省

の
規
定
が
変
更
さ
れ
る
こ
と

を
受
け
、
日
医
と
し
て
も
、

そ
の
普
及
を
更
に
進
め
る
た

め
、
「
医
師
資
格
証
」
に
つ

い
て
、（
１
）費
用
の
見
直
し
、

（
２
）
有
効
期
限
を
６
年
か

ら
５
年
に
変
更
、
（
３
）
内

蔵
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
内
の
電
子
証

明
書
の
有
効
期
限
を
２
年
か

ら
５
年
に
変
更
（
こ
れ
に
伴

い
２
年
ご
と
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ

内
電
子
証
明
書
の
更
新
が
不

要
に
）、（
４
）
郵
送
に
よ
る

申
請
の
受
け
付
け

─
を
実

施
す
る
と
し
た
。

（
１
）
で
は
、「
医
師
資
格

証
」
の
費
用
に
つ
い
て
、
日

医
会
員
の
場
合
、
初
回
発
行

手
数
料
を
無
料
と
し
、
年
間

利
用
料
も
廃
止
。
５
年
ご
と

の
更
新
時
に
発
行
手
数
料
と

し
て
５
０
０
０
円
（
税
別
）

を
徴
収
。
ま
た
、
非
会
員
は
、

初
回
の
発
行
手
数
料
を
５
０

０
０
円
（
税
別
）、
年
間
の

利
用
料
を
６
０
０
０
円
（
税

別
）
と
し
、
５
年
ご
と
の
更

新
時
に
発
行
手
数
料
５
０
０

０
円
（
税
別
）
を
徴
収
す
る

と
し
て
い
る
。

（
４
）
に
つ
い
て
は
、
従

来
は
対
面
に
て
申
請
受
け
付

け
を
行
い
、
本
人
確
認
と
医

師
免
許
証
原
本
確
認
を
実
施

し
て
き
た
が
、
本
年
４
月
か

ら
は
郵
送
に
て
申
請
を
行
う

こ
と
も
可
能
と
し
、
郵
送
に

よ
っ
て
申
請
さ
れ
た
場
合

は
、
「
医
師
資
格
証
」
を
地

元
医
師
会
等
で
受
け
取
る
際

に
本
人
確
認
と
医
師
免
許
証

原
本
確
認
を
行
い
、
「
医
師

資
格
証
」
を
交
付
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

　日本医師会電子認証センター
では医師の資格を証する「医師
資格証」の発行を進めています。
　発行を希望される方は、下記
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少
し
前
の
こ
と
だ
。
育
児

休
暇
明
け
に
、
子
ど
も
を
認

可
保
育
園
に
入
園
さ
せ
よ
う

と
し
て
叶
わ
な
か
っ
た
、
30

代
女
性
の
ブ
ロ
グ
が
波
紋
を

広
げ
た
。
内
容
は
、
入
園
で

き
な
か
っ
た
不
満
に
と
ど
ま

ら
ず
、
１
億
総
活
躍
社
会
を

目
指
す
と
い
う
現
政
権
の
方

針
へ
の
批
判
や
、
子
育
て
世

代
対
策
が
不
十
分
な
状
況

を
、
怒
り
に
任
せ
、
や
や
荒
々

し
い
口
調
で
抗
議
し
た
も
の

だ
。衆

院
予
算
委
員
会
で
、
ブ

ロ
グ
の
信
ぴ
ょ
う
性
が
問
わ

れ
る
と
、
国
会
前
で
の
抗
議

集
会
、
２
万
人
規
模
の
賛
同

者
の
署
名
提
出
に
ま
で
発
展

し
た
。
そ
し
て
、
つ
い
に
総

理
が
、
待
機
児
童
対

策
に
更
に
力
を
注
い

で
い
く
と
い
う
内
容

の
答
弁
を
行
う
に
至

っ
た
。

子
ど
も
を
持
つ
親
が
キ
ャ

リ
ア
を
継
続
す
る
上
で
、
保

育
園
、
学
童
保
育
な
ど
の
就

労
時
間
中
の
育
児
サ
ー
ビ
ス

は
極
め
て
重
要
だ
。
こ
れ
は
、

女
性
医
師
も
例
外
で
は
な

い
。
就
労
女
性
医
師
数
の
Ｍ

字
カ
ー
ブ
は
、
子
育
て
を
し

な
が
ら
の
現
場
復
帰
の
厳
し

さ
を
如
実
に
表
し
て
い
る
。

定
時
帰
宅
が
保
証
さ
れ
な

い
医
療
従
事
者
の
場
合
、
公

共
の
施
設
で
は
対

応
で
き
ず
、
家
族
、

特
に
祖
父
母
が
保

育
の
中
心
と
な
る

こ
と
も
多
い
。
医
学
部
学
生

対
象
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
講
座

で
、
将
来
の
育
児
問
題
に
つ

い
て
討
議
す
る
と
、
や
は
り

家
族
の
支
援
に
大
き
な
期
待

が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
院
内

保
育
園
設
置
に
は
、
経
営
面

で
の
困
難
が
伴
う
と
い
う

が
、
一
人
で
も
多
く
の
病
院

長
先
生
方
の
英
断
に
期
待
し

た
い
。

一
方
、
介
護
分
野
で
も
問

題
は
山
積
だ
。
今
後
、
介
護

休
暇
取
得
が
進
む
と
、
休
暇

明
け
に
「
介
護
施
設
入
所
出

来
ず　

日
本
死
ね

」
問
題

が
出
か
ね
な
い
。

さ
て
、
医
療
費
抑
制
策
が

続
く
中
、
医
療
現
場
の
悲
鳴

は
ど
の
よ
う
な
形
で
訴
え
れ

ば
、
国
民
の
共
感
を
得
ら
れ

る
だ
ろ
う
か
。

	

（

）

保
育
園
落
ち
た
　
日
本
死
ね
!!!

日
医
総
研
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

が
、「
東
日
本
大
震
災
５
周
年　

災
害
対
応
と
復
興
に
む
け

て
」
を
テ
ー
マ
に
３
月
18
日
、

日
医
会
館
大
講
堂
で
開
催
さ

れ
た
。

石
井
正
三
常
任
理
事
の
総

合
司
会
で
開
会
。
冒
頭
、
主

催
者
あ
い
さ
つ
で
横
倉
義
武

会
長
（
中
川
俊
男
副
会
長
代

読
）
は
、
日
医
が
災
害
対
策

基
本
法
上
の
「
指
定
公
共
機

関
」
の
指
定
を
受
け
、
そ
の

後
、
自
身
が
「
中
央
防
災
会

平成27年度 日医総研シンポジウム

 「東日本大震災５周年　
        災害対応と復興にむけて」をテーマに

議
」
委
員
に
就
任
し
た
こ
と

を
報
告
。

そ
の
上
で
、
「
今
後
も
医

療
に
携
わ
る
者
と
し
て
、
被

災
し
た
方
々
の
不
安
を
解
消

し
、
健
康
で
安
定
し
た
生
活

を
実
現
で
き
る
よ
う
一
層
の

支
援
を
し
て
い
き
た
い
」
と

の
考
え
を
示
し
た
。

続
い
て
、
永
田
高
志
九
州

大
学
大
学
院
医
学
研
究
院
先

端
医
療
医
学
講
座
災
害
・
救

急
医
学
分
野
助
教
、
澤
倫
太

郎
日
医
総
研
研
究
部
長
を
座

長
と
し
て
、
講
演
６
題
が
行

わ
れ
た
。

Ⅰ
．「
災
害
か
ら
の
復
興
─

国
際
社
会
か
ら
の
経
験
─
」

ス
テ
フ
ァ
ニ
ー　

ケ
イ
デ

ン　

ブ
リ
ガ
ム
ア
ン
ド
ウ
ィ

メ
ン
ズ
病
院
国
際
救
急
医
療

部
国
際
救
急
医
学
フ
ェ
ロ
ー

シ
ッ
プ
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

は
、
災
害
の
サ
イ
ク
ル
は
、

減
災
、
防
災
、
災
害
発
生
、

対
応
、
そ
し
て
復
興
と
い
う

過
程
を
、
災
害
復
興
の
心
理

的
変
化
は
、
英
雄
期
、
ハ
ネ

ム
ー
ン
期
、
幻
滅
期
、
そ
し

て
再
生
期
と
い
う
過
程
を
そ

れ
ぞ
れ
経
る
と
説
明
。

こ
の
過
程
を
、
ハ
イ
チ
地

震
（
２
０
１
０
年
）
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
津
波
（
２
０
０
４

年
）
、
ハ
リ
ケ
ー
ン
カ
ト
リ

ー
ナ
（
２
０
０
５
年
）
等
、

国
際
社
会
で
起
こ
っ
た
災
害

を
通
し
て
紹
介
し
つ
つ
、
災

害
弱
者
の
視
点
、
長
期
的
な

視
点
に
基
づ
く
災
害
復
興
予

算
執
行
の
重
要
性
を
訴
え
、

「
途
上
国
・
先
進
国
を
問
わ

ず
、
地
域
住
民
の
声
に
耳
を

傾
け
な
け
れ
ば
、
適
切
な
支

援
は
で
き
な
い
」
と
結
ん
だ
。

Ⅱ
．「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
災

害　

我
々
は
こ
の
新
し
い

パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
何
を
学

べ
る
か
」

ジ
ェ
ロ
ル
ド	

ケ
イ
デ
ン　

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
デ
ザ
イ
ン

大
学
院
都
市
計
画
・
デ
ザ
イ

ン
学
科
教
授
は
、
近
年
、
災

害
の
分
野
で
注
目
さ
れ
て
い

る
〝
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
〟
と
い

う
考
え
方
に
つ
い
て
、
オ
ラ

ン
ダ
の
洪
水（
１
９
５
３
年
）

と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る

ハ
リ
ケ
ー
ン
サ
ン
デ
ィ
（
２

０
１
２
年
）
を
例
に
説
明
し

た
。国

土
の
大
半
が
海
抜
下
の

オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
「
水
と
闘

う
」
の
で
は
な
く
「
共
生
す

る
」
と
い
う
考
え
方
に
よ
り
、

新
し
い
防
災
の
あ
り
方
を
実

現
。一

方
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で

は
、
将
来
の
洪
水
に
耐
え
ら

れ
る
よ
う
な
計
画
を
コ
ン
ペ

テ
ィ
シ
ョ
ン
と
し
て
公
募
し

た
こ
と
で
斬
新
な
ア
イ
デ
ア

が
生
ま
れ
、
復
興
に
つ
な
が

っ
た
と
し
た
。

Ⅲ
．「
災
害
復
興
法
学
の
す

す
め
～
東
日
本
大
震
災
４

万
件
の
リ
ー
ガ
ル
ニ
ー
ズ

を
教
訓
と
し
た
法
的
強
靱

性
の
構
築
と
発
信
」

岡
本
正
中
央
大
学
大
学
院

公
共
政
策
研
究
科
客
員
教
授

は
、
東
日
本
大
震
災
後
、
日

弁
連
に
構
築
し
た
４
万
件
を

超
え
る
法
律
相
談
事
例
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
の
分
析
か
ら
、
災

害
直
後
の
法
的
支
援
の
重
要

性
を
指
摘
。

法
律
家
の
提
言
等
に
よ
り

実
現
し
た
主
な
法
改
正
に
つ

い
て
解
説
し
た
他
、
防
災
教

育
・
法
的
強
靱
性
（
レ
ジ
リ

エ
ン
ス
）
の
必
要
性
を
強
調

し
、
『
災
害
復
興
法
学
』
を

紹
介
し
た
。

Ⅳ
．「
大
震
災
を
越
え
て
─

被
災
地
の
対
応
と
教
訓
─
」

橋
本
省
国
立
病
院
機
構
仙

台
医
療
セ
ン
タ
ー
副
院
長
・

宮
城
県
医
師
会
常
任
理
事

は
、
災
害
拠
点
病
院
・
被
災

県
医
師
会
の
立
場
か
ら
、
災

害
対
応
時
、
指
揮
権
の
確
立

に
よ
っ
て
迅
速
な
意
思
決
定

が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
等
を

報
告
。
情
報
伝
達
・
通
信
の

確
保
が
重
要
で
あ
り
、
今
後

の
災
害
対
策
の
最
重
要
・
最

優
先
課
題
で
あ
る
と
し
た
。

Ⅴ
．「
人
口
減
少
時
代
の
防

災
・
復
興
─
求
め
ら
れ
る

知
恵
と
覚
悟
─
」

河
合
雅
司
産
経
新
聞
論
説

委
員
は
、
今
後
、
防
災
を
考

え
る
際
に
は
少
子
高
齢
化
の

影
響
を
織
り
込
み
、
逆
転
の

発
想
で
あ
る
〝
戦
略
的
な
縮

小
〟
に
よ
る
コ
ン
パ
ク
ト
な

ま
ち
づ
く
り
が
必
要
だ
と
指

摘
。そ

の
た
め
に
何
よ
り
重
要

な
の
は
、「
大
型
開
発
」
発
想

と
の
決
別
、
意
識
改
革
で
あ

り
、
地
域
の
つ
な
が
り
の
再

確
認
が
防
災
・
復
興
の
大
き

な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
し
た
。

Ⅵ
．「
東
日
本
大
震
災
か
ら

の
復
興
に
お
い
て
女
性
の

果
た
し
た
役
割
」

森
ま
さ
こ
参
議
院
議
員
は
、

東
日
本
大
震
災
か
ら
見
え
て

き
た
男
女
共
同
参
画
に
係
る

課
題
と
政
府
の
動
き
等
に
触

れ
、
自
身
が
大
臣
時
代
に
作

成
し
た
「
男
女
共
同
参
画
の

視
点
か
ら
の
防
災
・
復
興
の

取
組
指
針
」
に
つ
い
て
説
明

し
た
他
、
宮
城
県
石
巻
市
・

福
島
県
飯
館
村
・
同
県
い
わ

き
市
の
復
興
に
お
け
る
女
性

の
活
躍
事
例
を
紹
介
し
た
。

そ
の
後
、
石
井
常
任
理

事
・
永
田
助
教
が
座
長
と
な

り
、
６
名
の
演
者
を
パ
ネ
リ

ス
ト
と
し
て
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
中
で
は
、
「
復
興
予

算
の
縛
り
が
強
す
ぎ
て
使
い

に
く
い
」
「
慢
性
疾
患
の
薬

や
免
疫
不
全
等
の
特
殊
な
患

者
さ
ん
に
対
す
る
準
備
の
不

足
」
「
継
続
的
な
訓
練
に
よ

っ
て
、
災
害
対
策
の
目
標
を

知
り
、
間
違
い
を
見
つ
け
る

こ
と
が
重
要
」
「
災
害
関
連

死
に
対
す
る
調
査
の
必
要

性
」
「
情
報
の
共
有
と
伝
達

に
関
す
る
訓
練
が
必
要
」等
、

活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ

た
。参

加
者
は
、
県
医
師
会
に

お
け
る
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ

ム
で
の
視
聴
者
を
含
め
合
計

２
０
１
名
。


